
課税事業者 ○基本的視点の再チェック
免税事業者

※対象が個人の場合は☑不要

○補助事業の内容および目的・効果

（目　的）

目　　的

（効　果）

・ 効 果 ※適・不適であっても，説明欄は必ず記載してください。

○財政的視点のチェック

○補助事業の収支状況　※上段:補助事業等に要する経費　[下段]:補助対象経費

※不適の場合は，説明欄に必ず記載してください。80,431

81,758

81,661

75,130

16,087

15,026

16,332

14,114

  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№１）

補 助 金 名
（交付金名）

　街路灯電灯料補助金
開　始

昭和３８ 年度
年　度

(単位：千円)

年　度
助　　成　　金

事業収入 会　費 繰越金 自己資金 計
市

団体等

の状況
街路灯を維持管理する町会等の団体および個人（街路
灯維持団体）

☑

☑

　町会等の団体または個人が維持している街路灯（公衆街路灯）の電気料金の80％を補
助金として交付する。

　夜間の交通安全，犯罪の防止および美観の保持を図るため，街路灯維持団体に対し，
電灯料補助金を交付し，街路灯の民間設置を促進している。

　街路灯の民間設置数が増加することにより，夜間交通の安全性の向上が図られるほ
か，犯罪防止効果が働くとともに通行者に安全・安心感を与えている。また，市街地の
美観を保持する役割も担っている。

入
R6

(決算)

その他

収
R3

(決算)

60,104

[60,104]

団　体　名

助成の根拠規定等
　函館市街路灯電灯料補助金交付要綱

(条例・規則・要綱等)

内　　容

R5
(決算)

R4
(決算) [65,329] [16,332] [81,661]

56,454

75,130

[75,130]

R7
(予算)

[64,344] [16,087] [80,431]

[16,351] [81,758][65,407]

16,351

支
R3

(決算)

年　度 人件費 事務費 事業費
上部団体

負担金等

[75,130]

R4
(決算)

R5
(決算)

81,661

[81,661]

[81,758]

80,431

[80,431] [80,431]

81,758

  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№２）

補 助 金 名
（交付金名）

　街路灯電灯料補助金

基　本　的　視　点 適 不適 説　　明

R7
(予算)

出
R6

(決算)

[81,758]

３
自主性（自主自立に向け努力してい
るか）

　維持管理コストの軽減を図るため，LED灯の
導入に移行している。

４
有効性（他の手法ではなく補助する
ことが，施策目的実現に最適か）

　街路灯は，その公益･公共的役割から市へ全灯移管する手法も
あるが，市の財政･人員負担が大幅増となり困難である。また，
町会による維持管理は，地域コミュニティの維持にも繋がるた
め,現行制度による手法が有効である。

１

公益性
（明確な公益性があるか）

　街路灯の維持は，主に夜間の交通安全や犯罪の
起こりにくい街づくりに寄与する非常に公益性の
高い事業であり，特定の者への利益供与ではな
く，幅広く市民生活の安全性向上が図られるとと
もに，通行者の安心感醸成に貢献している。
　また，昔に比べ子どもの塾通いや女性の就労増
加等により夜間外出の機会も増え，街路灯の役割
は，より重要性（ニーズ）が増している。

２
必要性（補助しなければならない事
業であるか）

　民間設置の街路灯は市内街路灯の６割強を占め，事業廃止し
た場合，その大部分が維持困難となり市民生活に多大な影響を
及ぼすことや，防犯･交通安全など公益性の高い事業であること
から市の補助が必要である。

　①広く市民生活の向上に貢献
　　する事業

　②市民ニーズが高い事業

☑

□☑

□

☑

☑ □

□☑

□

75,130

[75,130]

３ 積算基準は定められている

財　政　的　視　点 不適 不適の場合の理由と今後の対応について

１ 積算内訳は，前年踏襲となっていないか □

□

□

６
自主財源の確保に努めている
（最低でも前年度の収入を確保している
か）

７ 経常経費の節減に努めているか

４
補助割合は，補助対象経費の１／２以内で
ある

（補助率８／１０）
　街路灯の主な役割である防犯･交通安全施策は，公益
性はもとより公共性が非常に高いことから，今後も現
行補助率により団体の負担軽減を図っていく。

５ 前年度繰越金は生じていないか

☑

□

□

□

64,344 80,431

計

65,407 81,758

[81,661]

70,568

[70,568] [70,568]

70,568

☑ □

70,568

[56,454] [14,114] [70,568]

[15,026]

65,329 81,661

２ 補助金等の使途は適切である



○補助効果の検証
（効果測定方法，具体的な数値等）

（達成状況）

　　　　　　　　　　　　　　※継続事業は，直近の実績　新規事業は，効果のみ記載してください。

（評　価） （理　由）

十分効果をあげている

 一定の効果をあげている

効果が疑問である

その他

○今後の方向性
（見直しの内容※現行のまま継続の場合もその理由を記載）

（見直しの時期）

（廃止の理由） （その他の内容）

（廃止の時期）

○終期の設定　※３年間を目途とした終期を設定し，終期到来年度には必ず見直しを検討すること

令和　　　９　　年度 ☑ 終期到来時に再検討 令和　　　９　　年度

現行のまま補助を継続

　街路灯の維持は，主に夜間の交通安全や犯罪の起
こりにくい街づくりに寄与する非常に公益性の高い
事業であり，特定の者への利益供与ではなく，幅広
く市民生活の安全性向上が図られるため。

見直したうえで補助を継続

廃止

その他
令和９年度

□

□

□

☑

終期設定 □ 終期到来により廃止 次回チェック年度(予定)

  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№３）

補 助 金 名
（交付金名）

　街路灯電灯料補助金

　街路灯の主な役割は，防犯・交通安全に関する環境整備により，市民生活の安全性を向上させ，
安心感の醸成を図ることにある。
　市内街路灯の６割を占める民間設置分については，維持団体が独自の財源により継続して維持し
ていくのは困難であり，ともすれば減となる可能性もあるが，市から電灯料の８０％を助成するこ
とにより，維持を継続することが可能となり，市民生活の安全性を向上させ，安心感の醸成に繋が
ると考える。

　事業実績（補助対象街路灯数）
　
    令和　４年度　　１９，９６９灯
    令和　５年度　　１９，９９０灯
　　令和　６年度　　１９，９６６灯

　街路灯の民間設置数が増加することにより，夜間交通
の安全性の向上が図られるほか，犯罪防止効果が働くと
ともに通行者に安全・安心感を与えること，また，市街
地の美観を保持することに寄与している。□

□

□

☑


